
世
界
的
金
融
危
機
の
も
と
中

小
零
細
企
業
や
市
民
の
生
活
を

支
援
す
る
対
策
を
直
ち
に
行
う

べ
き
で
あ
り
、
こ
の
た
め
平
成

二
十
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
六
回
）
の
う
ち
次
の
項
目

に
か
か
る
予
算
を
修
正
す
る
。

市
中
小
企
業
融
資
制
度
の
利

用
に
必
要
な
信
用
保
証
料
の
全

額
助
成
や
小
規
模
企
業
融
資
制

度
の
融
資
限
度
額
の
引
き
上
げ

と
返
済
期
間
の
延
長
、
ま
た
職

を
失
っ
た
市
民
の
市
営
住
宅
へ

の
緊
急
入
居
の
た
め
の
住
宅
修

繕
、
市
民
へ
の
雇
用
相
談
等
を

行
う
雇
用
生
活
総
合
相
談
窓
口

の
設
置
や
民
間
団
体
が
行
う
労

働
雇
用
相
談
に
か
か
る
経
費
の

補
助
を
実
施
す
る
た
め
予
算
を

増
額
修
正
す
る
。

真

正

議

員

団

リ
ベ
ラ
ル
東
大
阪

さ

わ

や

か

な

風

荊

政

会

リ
ベ
ラ
ル
東
大
阪
、
さ
わ
や

か
な
風
、
荊
政
会
、
真
正
議
員

団
は
、
一
般
会
計
補
正
予
算
第

三
回
の
専
決
事
項
報
告
に
断
腸

の
思
い
で
承
認
す
る
。

本
議
案
は
、
学
校
給
食
調
理

業
務
委
託
経
費
を
含
む
補
正
予

算
で
あ
る
が
、
学
校
給
食
の
委

託
は
政
策
に
係
る
重
要
事
項
で

あ
る
。
議
会
審
議
な
し
の
専
決

は
い
け
な
い
と
の
文
教
委
員
長

の
指
摘
に
、
専
決
し
な
い
と
約

束
し
な
が
ら
、
市
長
は
突
然
専

決
処
分
を
し
た
。

市
長
は
議
会
を
招
集
す
る
時

間
が
あ
り
な
が
ら
招
集
せ
ず
、

議
会
の
審
議
権
、
議
決
権
を
奪

い
、
専
決
権
の
乱
用
で
あ
る
。

重
要
な
予
算
を
含
ん
で
お
り
、

断
腸
の
思
い
で
承
認
す
る
が
、

新
年
度
当
初
予
算
で
議
論
す
る
。

リ
ベ
ラ
ル
東
大
阪
、
さ
わ
や

か
な
風
、
真
正
議
員
団
は
、
事

務
分
掌
条
例
の
一
部
改
正
に
反

対
す
る
。

本
来
機
構
改
革
は
、
原
局
と

十
分
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
し
、
課
題

整
理
の
上
実
施
す
べ
き
だ
が
、

不
十
分
な
ま
ま
の
上
程
で
あ
り

時
期
尚
早
で
あ
る
。
と
り
わ
け

社
会
教
育
部
分
の
多
く
を
市
長

部
局
へ
移
管
す
る
こ
と
は
、
教

育
委
員
会
み
ず
か
ら
の
事
務
の

放
棄
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な

く
、
本
改
革
案
は
職
員
数
と
部

局
数
の
数
合
わ
せ
で
し
か
な
い
。

公

明

党

自

由

民

主

党

公
明
党
、
自
由
民
主
党
は
、

組
織
機
構
改
革
に
係
る
議
案
第

五
十
六
号
、
事
務
分
掌
条
例
の

一
部
改
正
に
賛
成
す
る
。

こ
の
組
織
機
構
改
革
案
は
、

一
職
員
の
直
談
判
に
よ
り
市
長

に
提
案
さ
れ
た
。
職
員
は
志
半

ば
で
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
た
が
、

遺
志
を
引
き
継
い
だ
若
手
職
員

た
ち
が
、
市
役
所
の
変
革
を
理

念
と
し
、
力
を
振
り
絞
っ
て
ま

と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

今
、
ア
メ
リ
カ
で
チ
ェ
ン
ジ

と
い
う
言
葉
が
叫
ば
れ
て
い
る

が
、
本
市
で
も
チ
ェ
ン
ジ
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
改
革
案

は
、
ま
さ
に
市
役
所
の
チ
ェ
ン

ジ
に
組
織
を
挙
げ
て
ト
ラ
イ
す

る
も
の
で
あ
り
、
評
価
す
る
。

議
会
が
改
革
案
を
否
決
す
る
こ

と
は
市
役
所
の
チ
ェ
ン
ジ
を
否

定
し
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、

市
役
所
の
変
革
を
求
め
る
資
格

を
放
棄
す
る
も
の
と
言
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
。

改
革
案
に
は
様
々
な
意
見
が

あ
る
が
、
不
都
合
が
生
じ
れ
ば

修
正
す
る
こ
と
は
可
能
で
、
そ

れ
を
検
証
し
良
い
方
向
に
導
く

の
が
議
員
の
職
責
で
な
い
か
。

今
市
役
所
に
求
め
ら
れ
て
い

る
の
は
、
変
革
の
第
一
歩
を
踏

み
出
す
こ
と
で
あ
る
。

我
々
議
員
は
、
東
大
阪
の
将

来
に
向
か
っ
て
市
役
所
の
変
革

を
進
め
る
か
、
従
来
の
市
役
所

で
よ
し
と
し
て
そ
れ
に
甘
ん
じ

る
の
か
、
市
民
の
代
表
と
し
て

決
断
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
市

民
生
活
の
向
上
の
た
め
、
理
事

者
と
と
も
に
、
車
の
両
輪
と
し

て
信
頼
関
係
を
構
築
し
、
前
進

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

共

産

党

補
正
予
算
の
修
正
案
は
、
不

況
の
も
と
で
営
業
と
市
民
生
活

を
緊
急
に
守
る
施
策
を
具
体
化

し
た
も
の
で
、
賛
成
す
る
。

組
織
機
構
案
は
、
経
済
部
の

産
業
振
興
を
妨
げ
る
。
ま
た
社

会
教
育
部
を
解
体
し
、
本
来
の

教
育
委
員
会
の
業
務
を
市
長
の

も
と
に
置
く
も
の
で
反
対
。

学
校
給
食
の
民
間
委
託
は
食

の
安
全
で
疑
問
、
日
新
高
校
定

時
制
授
業
料
の
値
上
げ
は
、
不

況
下
で
行
う
べ
き
で
な
い
。

指
定
管
理
で
は
、
保
育
所
の

指
定
期
間
が
短
く
、
将
来
の
譲

渡
が
前
提
。
総
合
体
育
館
、
東

体
育
館
は
社
会
教
育
施
設
の
役

割
が
不
明
確
。
住
宅
公
社
は
部

落
開
放
同
盟
関
連
企
業
へ
の
多

額
の
委
託
が
あ
り
反
対
す
る
。

討討

論論

議 案 の 会 派 態 度 表 （○賛成 ×反対）
荊

政

会

※

×
○

○

○

○

○
審議未了

※リベラル東大阪に所属

さ

き

が

け

○

○

×
○

○

○

○

○

さ
わ
や
か
な
風

○

○

×
○

×

○

○

○

リ
ベ
ラ
ル
東
大
阪

○

○

×
○

×

○

○

○

自

由

民

主

党

○

○

×
○

○

○

○

×

共

産

党

×

○

○
×

×

×

○

○

真

正

議

員

団

○

○

×
○

×

○

○

○

公

明

党

○

○

×
○

○

○

○

○

会 派 名

議 案 名

平成２０年度東大阪市一般会計補正予算（第５回）
平成２０年度東大阪市病院事業会計補正予算（第２回）
平成２０年度東大阪市介護保険事業特別会計補正予算（第２回）
平成２０年度東大阪市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回）
東大阪市国民健康保険条例の一部を改正する条例
固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求める件
財産区管理委員選任の同意を求める件
平成２０年度東大阪市一般会計補正予算（第６回）修正案
平成２０年度東大阪市一般会計補正予算（第６回）原案
東大阪市事務分掌条例の一部を改正する条例
指定管理者の指定（特定公園８公園、有料公園施設１１施設）
指定管理者の指定（総合体育館、スポーツホール）
指定管理者の指定（東体育館、市民ふれあいホール）
平成２０年度東大阪市一般会計補正予算（第３回）に関する専決事項報告
東大阪市立共同浴場条例の一部を改正する条例
高等学校授業料、幼稚園保育料等に関する条例の一部を改正する条例
指定管理者の指定（荒本共同浴場）
指定管理者の指定（長瀬共同浴場）
指定管理者の指定（高井田保育所）
指定管理者の指定（春宮保育所、島之内保育所）
指定管理者の指定（母子生活支援施設高井田ホーム）
指定管理者の指定（荒本斎場）
指定管理者の指定（稲田南住宅 外２８施設）

平成１９年度寝屋川北部広域下水道組合決算認定
平成１９年度寝屋川南部広域下水道組合決算認定
損害賠償の額の決定及び和解に関する専決事項報告
東大阪市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例制定
に関する専決事項報告
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する
条例制定に関する専決事項報告
平成２０年度東大阪市老人保健事業特別会計補正予算（第２回）に関する
専決事項報告
平成２０年度東大阪市介護保険事業特別会計補正予算（第１回）に関する
専決事項報告
住居表示の実施に伴う関係条例の整理に関する条例制定に関する専決事
項報告
平成２０年度東大阪市一般会計補正予算（第２回）に関する専決事項報告
平成２０年度東大阪市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２回）に関
する専決事項報告
東大阪市土地開発公社定款の一部を変更する定款制定に関する専決事項
報告
東大阪市立総合病院看護師等修学資金貸与条例
東大阪市手数料条例の一部を改正する条例
東大阪市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例
東大阪市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例
東大阪市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
東大阪市都市公園条例の一部を改正する条例
東大阪市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例
平成２０年度東大阪市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４回）
平成２０年度東大阪市老人保健事業特別会計補正予算（第３回）
平成２０年度東大阪市介護保険事業特別会計補正予算（第３回）
平成２０年度東大阪市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３回）
訴訟提起の件 １０件
指定管理者の指定 １９件
町の区域及び名称の変更
市道路線認定
市道路線変更
議会の審議権と不適切な行政運営に関する調査特別委員会設置
平成１９年度東大阪市決算認定１４件

修
正
案
提
案
説
明（
共
産
党
）

（２）第１５８号東 大 阪 市 議 会 だ よ り平成２１年３月１５日


